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市役所の代表電話番号は　�０４２４－６４－１３１１です。お間違えのないようお願いします。

�　

下
表
の
と
お
り

■
施
設
内
容

�　

午
前
９
時
〜
午
後　

時
１０

■
開
館
時
間

�　

毎
週
月
曜
日
、
年
末
年
始
（　
１２

月　

日
〜
１
月
３
日
）

２９

��
午
前
９
時
〜
正
午

�
午
後
１
時
〜
４
時

�
午
後
４
時
〜
７
時

�
午
後
７
時
〜　

時
１０

�　

利
用
す
る
方
は
事
前
に
団
体
登

録
が
必
要
で
す
。

�
団
体
登
録
は
、　

月　

日
か
ら

１２

１７

受
け
付
け
ま
す
。

�
登
録
で
き
る
団
体
は
、
西
東
京

■
休
館
日

■
使
用
時
間
区
分

■
団
体
登
録
の
申
請

市
民
を
含
む
５
人
以
上
で
構
成
さ

れ
た
団
体
で
す
。

�
１　

予
約
申
込
方
法

■
使
用
方
法

�
申
込
…
利
用
す
る
日
の
１
か
月

前
の
当
日
午
前
９
時
〜
９
時　

分
３０

ま
で
に
予
約
申
し
込
み
が
重
複
し

た
場
合
は
、
申
込
者
間
の
抽
選
で

決
定
し
ま
す
。

�
受
付
時
間
…
午
前
９
時
〜
午
後

９
時
（
電
話
お
よ
び
休
館
日
は
予

約
受
け
付
け
が
で
き
ま
せ
ん
）

�
１
か
月
前
の
申
込
日
が
休
館
日

に
あ
た
る
場
合
は
、
そ
の
前
日
が

申
込
日
（
予
約
申
込
後
の
空
き
部

屋
の
申
し
込
み
は
先
着
順
）

２　

申
込
先

　

東
伏
見
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
へ
直
接

３　

オ
ー
プ
ン
時
の
申
込
方
法

�
利
用
受
付
開
始
日
の　

月　

日

１２

１７

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
と
地
区
会
館
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
自
主
的
な
活
動
を
通
し
て

よ
り
よ
い
地
域
づ
く
り
を
目
指
す
、
市
民
交
流
施
設
で
す
。

　

東
伏
見
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
は　

月　

日
（
火
）
か
ら
、
上
向
台
地
区
会
館
は　

月
８
日
（
日
）
か
ら
利
用
受
け
付
け
を

１２

１７

１２

開
始
し
ま
す
。
両
施
設
と
も
無
料
で
す
。
ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
生
活
文
化
課
（
田
無
庁
舎�
内
線　

〜　

）

１４１１

１４１３
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下
表
の
と
お
り

�　

午
前
９
時
〜
午
後　

時
１０

�　

年
末
年
始
（　

月　

日
〜
１
月

１２

２９

３
日
）

��
申
込
期
間　

使
用
す
る
日
の
１

か
月
前
か
ら
前
日
ま
で

�
申
込
先　

管
理
人
宅
（
午
前
９

〜
午
後
５
時
）
へ
直
接　

※
電
話
に
よ
る
申
し
込
み
は
で
き

ま
せ
ん
。

�
管
理
人　

栗
嶋
千
歳
（
向
台
町

５
〜
５
〜　

）　
３５

��
使
用
で
き
る
方
は
、
３
人
以
上

で
半
数
以
上
が
市
内
在
住
、
在

勤
、
在
学
者
で
構
成
さ
れ
た
団
体

で
す
。

�
使
用
後
は
、
清
掃
お
よ
び
整
理

整
と
ん
を
し
、
ご
み
は
お
持
ち
帰

り
く
だ
さ
い
。

�
会
館
に
私
物
を
置
く
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。

�
営
利
を
目
的
と
し
た
使
用
、
販

売
活
動
、
公
序
良
俗
を
乱
す
よ
う

な
活
動
に
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

�
◎　

月　

日
（
木
）
午
前　

時
〜

１２

１９

１０

正
午

◎　

月　

日
（
金
）
午
後
２
時
〜

１２

２０

４
時

■
施
設
内
容

■
開
館
時
間

■
休
館
日

■
申
込
方
法

■
使
用
上
の
注
意

■
一
般
公
開
日

◆
東
伏
見
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
…
東
伏
見
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
（
東
伏
見
５
〜　

〜　

、　

月　

10

22

１２

１７

日
か
ら�
　

・
２
６
０
１
）

６１

◆
上
向
台
地
区
会
館
…
生
活
文
化
課

���

上向台地区会館平面図

２階 １階

東伏見コミュニティセンター
平　面　図

３階

２階

１階

都立
田無高校

総合体育館

多摩湖自転車道

石神井川

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

公園

府中道

上向台小学校

管理人宅
（栗嶋宅）

上向台地区会館

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

上向台地区会館案内図

至新宿

至三鷹
都立武蔵野北高校

東伏見坂下交差点

至西武柳沢駅

青梅街道

至新宿

交番

石神井川

東伏見稲荷

東伏見コミュニティセンター
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

東伏見コミュニティセンター案内図

に
限
り
、１
月　

日（
水
）〜　

日

１５

１７

（
金
）の
利
用
を
受
け
付
け
ま
す
。

�
受
付
時
間
…　

月　

日
〜
１
月

１２

１７

　

日
は
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
、

１４１
月　

日
以
降
は
午
前
９
時
〜
午

１５

後
９
時

４　

予
約
の
制
限

　

予
約
で
き
る
回
数
は
、
１
団
体

週
１
回
が
原
則
で
す
。

��
飲
食
は
で
き
ま
す
が
、
飲
酒
は

セ
ン
タ
ー
の
承
認
が
必
要
で
す
。

�
使
用
後
は
必
ず
清
掃
お
よ
び
整

理
整
と
ん
し
、
ゴ
ミ
は
お
持
ち
帰

り
く
だ
さ
い
。

�
営
利
を
目
的
と
し
た
使
用
、販

売
活
動
、宗
教
の
布
教
活
動
お
よ

び
政
治
団
体
が
構
成
員
を
獲
得
す

る
た
め
の
行
為
、公
益
、風
俗
、秩

序
、環
境
を
乱
す
行
為
、そ
の
他
セ

ン
タ
ー
が
不
適
当
と
判
断
し
た
活

動
に
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

■
使
用
上
の
注
意

東伏見コミュニティセンター
面　　積部 屋 名

６２.６５�（約38多目的ホール１階

６３.３８�（約38集会室兼調理室
２階

６３.３８�（約38会議室

２６.４５�（約16和室

３階 ５５.３２�（約34集会室１

３２.０４�（約20集会室２

上向台地区会館

面　積部　屋　名

１４.１０�（約８帖）小集会室
１階

２７.８１�（約10中集会室

４２.９�（約26帖）大集会室２階

※部屋はすべて洋室です

上
向
台
地
区
会
館
の
建
物
お
よ

び
備
品
に
は
宝
く
じ
助
成
金
を

活
用
し
て
い
ま
す


